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■
本
テ
ー
マ
に
関
わ
る
、
事
件
の
概
要
と 

経
緯 

千
葉
県
船
橋
市
在
住
の
Ｎ
様
（
以
下

「
被
害
者
」
と
い
う
。
）
邸
に
お
い
て
、

埼
玉
県
吉
川
市
の
リ
フ
ォ
ー
ム
業
者
：
株

式
会
社
Ｆ
建
設
（
以
下
「
Ｆ
建
設
社
」
と

い
う
。
）
に
よ
っ
て
施
工
さ
れ
た
「
瓦
屋

根
改
修
工
事
」
に
お
い
て
、
法
外
な
工
事

代
金
を
請
求
さ
れ
、
電
話
攻
勢
、
宅
訪
な

ど
に
よ
る
執
拗
で
強
迫
的
な
支
払
い
の

催
促
を
受
け
て
い
た
件
に
つ
き
、
被
害
者

の
姪
で
あ
る
東
京
都
大
田
区
在
住
の
Ｍ

様
よ
り
電
話
に
て
当
職
に
相
談
が
あ
り
、

今
回
実
際
に
施
工
さ
れ
た
「
瓦
屋
根
改
修

工
事
」
の
実
態
を
調
査
す
る
た
め
、
当
職

の
信
頼
で
き
る
屋
根
工
事
・
板
金
工
事
の

専
門
家
と
と
も
に
実
際
に
屋
根
に
上
り
、

そ
の
実
態
に
つ
き
、
詳
細
に
調
査
・
検
証

を
行
い
ま
し
た
。 

被
害
者
で
あ
る
Ｎ
様
は
、
当
時
８５
歳
と

高
齢
で
あ
り
、
数
年
前
ま
で
大
手
損
害
保

険
会
社
の
運
営
す
る
市
内
の
「
高
齢
者
介

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
に
ご
主
人
と
二
人
で

入
所
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ご
主
人
が
亡

く
な
っ
た
の
を
契
機
に
、
空
き
家
に
な
っ

て
い
た
自
宅
を
リ
フ
ォ
ー
ム
し
、
一
人
で

生
活
す
る
こ
と
を
希
望
さ
れ
ま
し
た
。 

リ
フ
ォ
ー
ム
に
あ
た
っ
て
、
被
害
者
は
、

入
所
さ
れ
て
い
た
「
高
齢
者
介
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
」
で
知
り
合
っ
た
、
当
該
施
設
の

建
設
関
係
者
で
あ
っ
た
Ａ
氏
な
る
人
物

か
ら
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
業
者
を
紹
介
さ

れ
、
す
べ
て
Ａ
氏
に
任
せ
た
形
で
自
宅
の

大
規
模
な
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
（
被
害
者
の

記
憶
に
よ
る
と
工
事
費
は
約
１
千
万
円

前
後
と
の
こ
と
）
を
行
い
、
２
０
１
９
年

（
令
和
元
年
）
９
月
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事

完
成
後
、
入
所
し
て
い
た
「
高
齢
者
介
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
か
ら
自
宅
に
戻
り
、
一

人
で
暮
ら
し
始
め
て
い
た
と
こ
ろ
、
今
回

の
詐
欺
ま
が
い
の
悪
質
リ
フ
ォ
ー
ム
被

害
に
遭
遇
し
ま
し
た
。 

被
害
者
ご
本
人
及
び
姪
の
Ｍ
様
へ
の

ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
る
と
、
一
昨
年
、
２
０

２
１
年
（
令
和
３
年
）
１２
月
１７
日
頃
、

Ｆ
建
設
社
の
担
当
者
が
い
き
な
り
被
害

者
宅
を
訪
問
し
、
「
お
宅
の
屋
根
を
見
た

と
こ
ろ
、
重
大
な
不
具
合
が
あ
る
よ
う
に

見
え
る
の
で
、
屋
根
に
上
が
っ
て
調
べ
て

あ
げ
ま
す
よ
～
云
々
」
な
ど
と
被
害
者
に

説
明
し
ま
し
た
が
、
身
体
能
力
や
判
断
能

力
の
劣
る
高
齢
の
被
害
者
は
、
Ｆ
建
設
社

担
当
者
の
説
明
が
良
く
理
解
で
き
ず
困

惑
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
の
了
解
も

得
ず
に
、
一
方
的
に
「
調
査
し
て
あ
げ
る

～
云
々
」
と
告
げ
る
と
同
時
に
、
半
ば
強

引
に
屋
根
に
上
っ
た
後
、
「
屋
根
に
上
っ

て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
や
っ
ぱ
り
お
宅
の
屋

根
に
は
重
大
な
不
具
合
が
あ
る
の
で
、
早

急
に
改
修
工
事
を
や
ら
な
い
と
大
変
な

こ
と
に
な
り
ま
す
よ
～
・
・
・
云
々
」
な

ど
と
虚
偽
の
説
明
を
し
、
殊
更
、
身
体
能

力
や
判
断
能
力
な
ど
が
劣
る
、
高
齢
な
被

害
者
の
恐
怖
心
を
煽
り
、
不
要
不
急
な
屋

根
改
修
工
事
の
契
約
を
さ
せ
た
経
緯
が

あ
り
ま
す
。 

被
害
者
は
、
Ｆ
建
設
社
担
当
者
の
強
迫

的
な
説
明
に
恐
怖
心
を
煽
ら
れ
、
困
惑
す

る
状
況
の
中
で
執
拗
に
屋
根
の
改
修
工

事
を
勧
め
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
Ｆ

建
設
社
の
訪
問
時
、
被
害
者
が
、
Ｆ
建
設

社
担
当
者
か
ら
概
算
の
改
修
工
事
代
金

を
告
げ
ら
れ
た
時
、
「
お
金
が
か
か
る
な

ら
工
事
は
し
な
く
て
結
構
で
す
～
・
・
・
」

と
伝
え
た
が
、
Ｆ
建
設
社
担
当
者
は
、
強

圧
的
で
執
拗
な
説
得
に
よ
り
、
被
害
者
を
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根
負
け
さ
せ
、
無
理
や
り
「
工
事
依
頼
書
」

の
よ
う
な
文
書
（
被
害
者
の
手
元
に
は
残

さ
れ
て
お
ら
ず
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

文
書
で
あ
っ
た
の
か
被
害
者
は
良
く
覚

え
て
お
ら
れ
な
い
が
、
恐
ら
く
「
工
事
発

注
書
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
。
）
に
署
名
・
捺
印
を
さ
せ
ま
し

た
が
、
被
害
者
は
こ
の
文
書
の
内
容
に
つ

い
て
全
く
理
解
で
き
な
い
ま
ま
、
不
覚
に

も
こ
の
文
書
に
署
名
・
捺
印
を
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
朧
気
な
が
ら
記
憶
さ
れ
て

い
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
Ｆ
建
設
社
担
当
者
は
、
年
が

明
け
た
昨
年
２
０
２
２
年
（
令
和
４
年
）

１
月
５
日
に
、
被
害
者
宅
を
訪
れ
、
新
た

に
「
工
事
請
負
契
約
書
（
２
０
２
１
年
（
令

和
３
年
）
１２
月
１８
日
付
）」
を
い
き
な
り

持
参
し
、
そ
の
場
で
被
害
者
に
署
名
・
捺

印
さ
せ
た
う
え
、
当
該
「
工
事
請
負
契
約

書
」
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
熟
慮
す
る
時

間
な
ど
を
全
く
与
え
ず
、
即
日
屋
根
改
修

工
事
に
着
手
し
ま
し
た
。 

被
害
者
は
「
工
事
請
負
契
約
書
」
に
記

載
さ
れ
た
屋
根
改
修
工
事
に
要
す
る
工

事
請
負
代
金
は
、
一
昨
年
１２
月
１７
日
頃

の
最
初
の
宅
訪
時
に
Ｆ
建
設
社
担
当
者

か
ら
被
害
者
が
口
頭
で
説
明
を
受
け
た

約
３６
万
円
と
は
桁
違
い
の
、
工
事
請
負
金

額
３６３
万
円
（
税
込
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
被
害
者
は
全
く
気
付
か
な
か
っ

た
と
の
こ
と
で
し
た
。 

屋
根
改
修
工
事
は
、
工
事
請
負
契
約
締

結
日
当
日
の
１
月
５
日
か
ら
２
～
３
日

の
工
程
で
実
施
さ
れ
た
が
、
た
っ
た
２
～

３
日
で
終
え
た
工
事
の
終
了
直
後
に
、
い

き
な
り
、
今
月
（
１
月
）
末
日
ま
で
に
工

事
請
負
代
金
全
額
３６３
万
円
全
額
を
一
括

で
支
払
う
よ
う
請
求
す
る
な
ど
、
極
め
て

悪
質
な
、
典
型
的
な
リ
フ
ォ
ー
ム
詐
欺
事

件
で
し
た
。 

 ■
調
査
・
検
証
結
果
に
よ
る
結
論 

調
査
・
検
証
結
果
に
つ
ぃ
て
は
、
後
日

提
出
し
た
、
「
建
物
調
査
報
告
書
」
に
お

け

る
調
査

・
検
証
に
基
づ

く
【

理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

由
・
根
拠
】
に
よ
り
、
以
下
の
結
論
に
至

り
ま
し
た
。 

 《
結 

論
》 

高
齢
者
を
狙
っ
た
訪
問
勧
誘
（
不
招
請

勧
誘
）
に
よ
る
、
典
型
的
な
詐
欺
的
悪
質

リ
フ
ォ
ー
ム
の
事
案
で
あ
り
、
民
法
上
の

詐
欺
や
強
迫
に
よ
る
意
思
表
示
に
当
た

る
他
、
消
費
者
契
約
法
第
４
条
第
１
項
第

一
号
に
謳
わ
れ
て
い
る
不
実
告
知
（
リ
フ

ォ
ー
ム
本
件
事
案
の
「
瓦
屋
根
改
修
工

事
」
は
、
業
者
が
、
重
要
事
項
に
つ
い
て

被
害
者
に
事
実
と
異
な
る
こ
と
を
告
げ

る
こ
と
）
に
よ
り
、
高
齢
で
判
断
能
力
の

劣
る
被
害
者
が
、
告
げ
ら
れ
た
内
容
が
事

実
で
あ
る
と
誤
認
し
た
も
の
で
あ
り
、
本

来
、
当
該
消
費
者
契
約
（
工
事
請
負
契
約
）

の
申
し
込
み
又
は
承
諾
の
意
思
表
示
は

取
り
消
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も

工
事
請
負
契
約
自
体
が
無
効
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
た
め
、
本
件
「
瓦
屋
根
改
修

工
事
」
に
対
し
、
被
害
者
（
工
事
注
文
者
）

は
そ
の
工
事
代
金
は
一
切
支
払
う
義
務

は
無
い
。 

ま
た
、
工
事
請
負
契
約
書
の
見
積
項
目

に
記
載
さ
れ
た
工
事
の
殆
ど
が
、
実
際
に

施
工
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
や
っ
て

も
い
な
い
工
事
の
代
金
に
つ
い
て
は
一

切
支
払
う
義
務
は
無
く
、
ご
く
一
部
、
実

際
に
施
工
さ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
、

棟
瓦
部
分
の
シ
ー
リ
ン
グ
（
Ｆ
建
設
社
の

云
う
ラ
バ
ー
シ
ー
ル
）
工
事
に
つ
い
て
も
、

別
の
屋
根
業
者
２
社
が
、
つ
い
最
近
の
２

０
１
９
年
１１
月
と
、
２
０
２
１
年
７
月
に

施
工
し
た
シ
ー
リ
ン
グ
（
其
々
２
社
の
云

う
ラ
バ
ー
、
ラ
バ
ー
ロ
ッ
ク
）
工
事
で
の

施
工
部
分
に
、
単
に
上
塗
り
を
行
っ
た
に

過
ぎ
ず
、
本
件
の
「
瓦
屋
根
改
修
工
事
」

に
は
全
く
必
要
が
無
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

被
害
者
に
は
一
切
工
事
代
金
を
支
払
う

義
務
は
無
い
も
の
と
思
料
す
る
。 

 

【
強
迫
と
脅
迫
に
つ
い
て
】 

「
強
迫
」
と
は
、
「
他
人
に
対
し
て
あ

る
こ
と
を
す
る
よ
う
無
理
に
要
求
す
る

こ
と
」
で
、
読
み
方
は
「
き
ょ
う
は
く
」

で
、
「
無
理
強
い
」
と
同
義
で
あ
る
。
こ

の
場
合
の
「
強
」
は
、
「
無
理
や
り
」
や

「
強
い
る
・
強
制
す
る
」
と
い
っ
た
意
味

を
持
ち
、
「
あ
る
商
品
を
買
う
よ
う
強
迫

し
て
き
た
」、「
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
を
発
注

す
る
よ
う
強
迫
し
て
き
た
」、「
あ
る
会
に

入
会
す
る
よ
う
強
迫
さ
れ
た
」
な
ど
の
よ

う
に
使
わ
れ
る
民
法
上
の
用
語
と
し
て

使
わ
れ
ま
す
。 

ま
た
、「
脅
迫
」
と
は
、「
相
手
に
あ
る

こ
と
を
さ
せ
る
目
的
で
脅
し
つ
け
る
こ

と
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、
自
分
に

と
っ
て
都
合
の
良
い
こ
と
を
さ
せ
る
た

め
に
、
相
手
に
恐
怖
を
与
え
る
行
為
を
指

し
ま
す
。 

「
脅
迫
」
は
、
刑
法
上
の
用
語
と
し
て

使
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
場
合
は
、
他
人
に

恐
怖
心
を
与
え
よ
う
と
、
何
ら
か
の
害
を
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加
え
る
旨
を
通
告
す
る
こ
と
を
指
し
ま

す
。 つ

ま
り
、
暴
力
を
ち
ら
つ
か
せ
た
り
、

弱
み
に
付
け
込
ん
だ
り
し
て
、
相
手
を
恐

怖
心
で
縛
ろ
う
と
す
る
行
為
を
意
味
し

ま
す
。 

「
詐
欺
又
は
脅
迫
に
よ
る
意
思
表
示

は
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
」、
ま
た
、「
強

迫
に
よ
る
意
思
表
示
は
、
無
条
件
に
取
り

消
す
こ
と
が
で
き
ま
す
」
の
で
、
こ
の
点

注
意
が
必
要
で
す
。 

 
 

 

《
上
記
の
結
論
に
至
っ
た
理
由
及
び
そ
の

根
拠
》 

◇
被
害
者
宅
は
、
２
０
１
９
年
（
令
和

元
年
）
９
月
頃
に
、
上
述
の
Ａ
氏
の
紹
介

に
よ
り
、
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
系
の
別
の
リ

フ
ォ
ー
ム
業
者
に
よ
っ
て
、
１
千
万
円
ほ

ど
の
工
事
費
を
要
し
た
大
規
模
な
リ
フ

ォ
ー
ム
工
事
が
行
わ
れ
た
ば
か
り
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
直
後
の
２
０
１
９

年
（
令
和
元
年
）
１１
月
に
も
別
の
屋
根
業

者
で
あ
る
Ｋ
建
装
社
に
よ
り
屋
根
の
改

修
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

そ
の
屋
根
改
修
工
事
の
際
に
は
、
傷
み

が
進
行
し
て
い
る
と
し
て
行
わ
れ
た
屋

根
棟
周
り
の
漆
喰
工
事
等
と
共
に
、
今
回

事
案
に
お
け
る
Ｆ
建
設
社
が
施
工
し
た

棟
瓦
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
部
分
の
シ
ー
リ
ン

グ
（
業
者
の
云
う
ラ
バ
ー
）
工
事
も
既
に

そ
の
直
近
に
な
さ
れ
て
お
り
、
Ｋ
建
装
社

に
よ
る
屋
根
改
修
工
事
施
工
後
の
状
況

は
、
当
職
ら
に
よ
る
今
回
の
現
場
調
査
・

検
証
に
よ
る
状
況
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
。 

ま
た
、
そ
の
２
年
後
の
、
一
昨
年
２
０

２
１
年
（
令
和
３
年
）
７
月
に
、
さ
ら
に
、

ま
た
別
の
屋
根
工
事
業
者
（
Ａ
工
業
社
）

に
よ
り
、
屋
根
棟
周
り
の
全
く
同
じ
場
所

に
シ
ー
リ
ン
グ
工
事
（
Ａ
工
業
社
の
云
う

ラ
バ
ー
ロ
ッ
ク
）
等
の
工
事
が
重
ね
て
施

工
さ
れ
て
い
た
。 

※
因
み
に
、
Ａ
工
業
社
は
、
２
年
前
の

２
０
１
９
年
（
令
和
元
年
）
１１
月
に
先
の

Ｋ
建
装
社
に
よ
っ
て
施
工
さ
れ
た
ば
か

り
の
、
ま
だ
真
新
し
い
シ
ー
リ
ン
グ

（
色
：
グ
レ
ー
）
の
上
に
、
同
じ
箇
所
に

上
塗
り
し
た
こ
と
が
バ
レ
な
い
よ
う
、
わ

ざ
わ
ざ
色
を
変
え
、
黒
色
の
シ
ー
リ
ン
グ

材
を
上
塗
り
し
て
お
り
、
さ
ら
に
ま
た
、

今
回
の
悪
質
リ
フ
ォ
ー
ム
詐
欺
事
案
に

登
場
し
た
Ｆ
建
設
社
は
、
Ａ
工
業
社
が
上

塗
り
し
た
黒
色
の
シ
ー
リ
ン
グ
の
上
に
、

さ
ら
に
色
を
変
え
、
重
ね
て
グ
レ
ー
の
シ

ー
リ
ン
グ
材
を
二
重
・
三
重
に
上
塗
り
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
回
の
Ｆ
建
設
社
に

よ
る
シ
ー
リ
ン
グ
工
事
自
体
、
全
く
必
要

が
無
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
極
め
て
悪
質

な
リ
フ
ォ
ー
ム
詐
欺
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
。 

こ
れ
ら
事
実
か
ら
、
Ａ
工
業
社
と
Ｆ
建

設
社
の
詐
欺
的
な
手
法
は
極
め
て
類
似

し
て
お
り
、
Ａ
工
業
社
に
よ
る
屋
根
工
事

か
ら
わ
ず
か
半
年
で
今
回
の
Ｆ
建
設
社

に
よ
る
工
事
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
Ａ
工
業
社
と
Ｆ
建
設
社
に
は
裏
の
繋

が
り
が
あ
る
こ
と
が
確
信
さ
れ
た
。 

 

◇
工
事
請
負
契
約
書
の
見
積
項
目
に
は
、

屋
根
全
面
の
ル
ー
フ
ィ
ン
グ
シ
ー
ト
の

葺
き
替
え
工
事
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ

の
工
事
を
施
工
す
る
の
に
必
要
な
足
場

の
掛
け
外
し
が
見
込
ま
れ
て
お
ら
ず
、
足

場
も
組
ま
ず
に
、
不
安
定
で
危
険
な
梯
子

だ
け
を
使
用
し
て
、
２
人
の
職
人
が
２
～

３
日
の
工
程
で
、
し
か
も
、
大
量
の
屋
根

瓦
を
一
旦
地
上
に
降
ろ
し
、
ま
た
、
ル
ー

フ
ィ
ン
グ
シ
ー
ト
を
葺
き
直
し
た
後
、
一

旦
地
上
に
降
ろ
し
た
屋
根
瓦
を
再
度
屋

根
に
上
げ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
、
屋
根

全
面
の
ル
ー
フ
ィ
ン
グ
葺
き
替
え
を
す

る
こ
と
な
ど
到
底
不
可
能
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
た
こ
と
。 

 
 

ま
た
、
工
事
中
自
宅
に
居
住
し
て
い
た

被
害
者
や
、
隣
家
の
方
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

調
査
に
よ
っ
て
も
、
屋
根
瓦
を
一
旦
地
上

に
降
ろ
し
た
り
、
再
度
屋
根
に
上
げ
る
作

業
は
一
切
見
て
い
な
い
と
の
こ
と
や
、
当

職
ら
が
瓦
を
剥
が
し
て
調
査
・
検
証
し
た

結
果
、
新
し
い
ル
ー
フ
ィ
ン
グ
シ
ー
ト
が

確
認
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
高
額

な
見
積
が
計
上
さ
れ
て
い
た
ル
ー
フ
ィ

ン
グ
シ
ー
ト
全
面
葺
き
替
え
工
事
な
ど

は
、
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明

し
た
。 

 

◇
被
害
者
の
身
体
能
力
や
判
断
能
力

な
ど
を
知
る
た
め
、
被
害
者
の
日
常
生
活

の
状
況
に
つ
い
て
細
か
な
ヒ
ア
リ
ン
グ

に
よ
り
聞
き
出
し
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
で

あ
る
Ｎ
様
は
、
白
内
障
の
他
、
眼
に
重
大

な
疾
患
を
抱
え
て
お
り
、
現
在
も
眼
科
医

院
に
通
院
し
治
療
中
で
あ
る
が
、
そ
の
病

名
は
「
加
齢
黄
斑
変
性
：
か
れ
い
お
う
は

ん
へ
ん
せ
い
」
と
い
う
病
気
に
よ
る
疾
患

で
、
白
内
障
に
よ
る
視
界
全
体
の
か
す
み
、

視
力
の
低
下
な
ど
の
症
状
に
加
え
、
さ
ら

に
物
が
見
え
た
り
、
見
え
な
か
っ
た
り
、

物
が
歪
ん
で
見
え
る
な
ど
の
症
状
に
悩
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ま
さ
れ
、
現
在
も
治
療
中
で
あ
る
。 

従
っ
て
、
被
害
者
は
、
高
齢
で
判
断
能

力
が
劣
っ
て
い
る
の
に
加
え
て
、
契
約
書

な
ど
の
文
章
な
ど
が
良
く
見
え
ず
、
歪
ん

で
見
え
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
日
常
、
介

助
者
抜
き
で
物
事
の
判
断
を
し
た
り
、
重

要
な
契
約
な
ど
を
す
る
こ
と
は
事
実
上

困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
高
齢
で
、
身

体
能
力
や
判
断
能
力
が
著
し
く
劣
っ
た

状
態
で
あ
っ
た
上
に
、
さ
ら
に
目
に
重
大

な
疾
患
を
抱
え
た
状
態
の
被
害
者
に
対

す
る
、
Ｆ
建
設
社
に
よ
る
虚
偽
の
説
明
、

不
実
告
知
に
加
え
、
強
迫
に
よ
っ
て
な
さ

れ
た
契
約
行
為
自
体
、
当
然
取
り
消
し
す

べ
き
も
の
で
あ
り
、
無
効
で
あ
る
。 

※
加
齢
黄
斑
変
性
（
か
れ
い
お
う
は
ん

へ
ん
せ
い
）
は
、
原
因
不
明
の
眼
の
病
気

で
あ
る
。
早
い
人
で
は
４
０
歳
代
で
も
発

症
す
る
病
気
で
あ
る
。
日
本
で
は
中
途
失

明
（
大
人
に
な
っ
て
か
ら
失
明
す
る
）
原

因
の
第
４
位
に
挙
げ
ら
れ
る
、
高
齢
者
の

失
明
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。 

加
齢
黄
斑
変
性
は
、
網
膜
の
真
ん
中
に

あ
る
黄
斑
部
分
に
病
気
が
起
こ
る
た
め
、

視
野
の
中
心
の
見
た
い
と
こ
ろ
が
見
え

な
い
、
文
字
が
読
め
な
い
、
遠
く
の
直
線

が
曲
が
っ
て
見
え
る
な
ど
、
日
常
生
活
に

不
自
由
と
な
る
症
状
を
来
た
す
こ
と
が

多
い
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

◇
上
記
の
と
お
り
、
本
件
「
瓦
屋
根
改

修
工
事
」
に
対
し
、
被
害
者
に
は
一
切
支

払
い
義
務
は
無
い
が
、
屋
根
職
人
の
日
当

は
、
通
常
２
万
円
前
後
で
あ
り
、
本
件
屋

根
の
工
事
に
要
し
た
Ｆ
建
設
社
の
工
事

費
は
、
２
人
の
作
業
員
、
工
事
期
間
２
～

３
日
と
し
て
合
計
４
～
６
人
工
で
計
算

す
る
と
、
概
ね
８
万
円
～
１２
万
円
程
度
と

さ
れ
る
が
、
シ
ー
リ
ン
グ
材
工
費
１
万
数

千
円
と
諸
経
費
を
合
わ
せ
て
も
、
２
～
３

日
分
の
工
事
費
は
精
々
１５
万
円
～
２０
万

円
程
度
と
推
察
さ
れ
る
。 

 

◇
Ｆ
建
設
社
は
、
被
害
者
宅
の
住
所
地

で
あ
る
船
橋
市
東
船
橋
地
区
と
隣
接
す

る
船
橋
市
宮
本
地
区
の
Ｋ
氏
邸
に
お
い

て
も
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
（
２
０
２
１
年
１２

月
１７
日
頃
）
に
同
様
の
訪
問
勧
誘
（
不
招

請
勧
誘
）
に
よ
る
屋
根
改
修
工
事
に
お
い

て
、
工
事
代
金
に
関
わ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
起

こ
し
て
お
り
、
同
Ｋ
氏
か
ら
相
談
を
受
け

た
地
元
警
察
署
の
担
当
部
署
に
お
い
て

も
、
要
注
意
業
者
と
し
て
目
を
付
け
ら
れ

て
い
た
。 

Ｋ
氏
邸
に
お
い
て
は
８０
歳
代
の
高
齢

者
の
ご
夫
婦
だ
け
で
な
く
、
４０
歳
代
の
壮

年
の
お
子
様
が
同
居
し
て
い
た
こ
と
か

ら
、
被
害
者
の
よ
う
な
８５
歳
高
齢
女
性
の

独
居
老
人
宅
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
当
職

か
ら
の
助
言
に
よ
り
、
地
元
の
専
門
業
者

に
工
事
の
実
態
を
見
て
も
ら
っ
た
結
果
、

相
場
費
用
に
比
べ
て
明
ら
か
に
法
外
と

も
い
え
る
金
額
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し

た
た
め
、
地
元
警
察
署
へ
の
相
談
中
で
あ

る
こ
と
に
触
れ
た
う
え
で
、
壮
年
の
息
子

さ
ん
を
交
え
て
粘
り
強
く
交
渉
を
重
ね

た
結
果
、
幸
い
に
も
、
相
場
に
近
い
金
額

で
話
が
付
い
た
と
、
Ｋ
氏
の
壮
年
の
息
子

さ
ん
か
ら
、
直
接
、
電
話
に
て
報
告
を
受

け
ま
し
た
。 

因
み
に
、
Ｆ
建
設
社
に
よ
る
、
上
記
Ｋ

氏
邸
に
お
け
る
同
一
業
者
に
よ
る
悪
質

リ
フ
ォ
ー
ム
ト
ラ
ブ
ル
に
関
連
し
て
、
地

元
警
察
担
当
部
署
の
方
か
ら
当
職
に
対

し
、
今
回
の
よ
う
な
悪
質
訪
問
リ
フ
ォ
ー

ム
詐
欺
事
件
等
に
対
す
る
情
報
の
共
有

と
協
力
の
要
請
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
被

害
者
へ
の
Ｆ
建
設
社
か
ら
の
宅
訪
や
電

話
で
の
脅
し
に
よ
る
悪
質
な
催
促
や
取

り
立
て
に
関
し
て
は
、
被
害
者
に
対
し
、

当
職
よ
り
助
言
を
行
い
、
Ｆ
建
設
社
へ
の

今
後
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、

「
現
在
、
建
築
士
の
方
や
、
屋
根
工
事
の

専
門
の
方
に
屋
根
改
修
工
事
の
実
態
に

つ
い
て
詳
細
な
調
査
・
検
証
作
業
を
お
願

い
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
地
元
警
察
署
の

担
当
部
署
の
方
に
も
事
情
を
説
明
し
、
貴

社
の
取
り
立
て
等
の
件
に
つ
い
て
は
今

後
一
切
そ
ち
ら
を
窓
口
に
対
応
し
て
い

た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
て
あ
り
ま
す
の

で
、
全
て
そ
ち
ら
に
話
を
し
て
く
だ
さ

い
・
・
・
」
な
ど
と
し
て
、
被
害
者
の
Ｎ

様
及
び
被
害
者
の
姪
の
Ｍ
様
に
は
そ
の

よ
う
に
対
応
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

こ
の
際
、
地
元
警
察
署
担
当
部
署
の
方

か
ら
、
当
職
か
ら
の
協
力
と
し
て
、
「
調

査
・
検
証
報
告
書
」
が
出
来
上
が
っ
た
ら

そ
の
写
し
を
く
だ
さ
い
と
要
請
さ
れ
た

た
め
、
被
害
者
で
あ
る
Ｎ
様
及
び
姪
の
Ｍ

様
の
承
諾
を
得
て
、
後
日
お
渡
し
し
、
警

察
と
情
報
の
共
有
を
行
う
と
と
も
に
、
事

後
報
告
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
本
件
事
案

の
よ
う
な
悪
質
な
訪
問
リ
フ
ォ
ー
ム
詐

欺
被
害
を
防
ぐ
た
め
、
Ｆ
建
設
社
か
ら
被

害
者
へ
の
電
話
連
絡
や
自
宅
訪
問
な
ど

に
関
し
て
す
べ
て
の
窓
口
と
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
旨
を
伝
え
、
Ｆ
建
設
社
の

悪
質
な
取
り
立
て
を
防
ぐ
た
め
、
引
き
続

き
窓
口
対
応
を
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
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改
め
て
協
力
を
要
請
し
、
快
く
了
承
し
て

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 ■
終
わ
り
に 

本
件
事
案
に
つ
い
て
は
、
建
築
Ｇ
メ
ン

と
し
て
悪
質
リ
フ
ォ
ー
ム
詐
欺
の
実
態

を
調
査
・
検
証
し
、
昨
年
３
月
１０
日
に
「
建

物
調
査
報
告
書
」
と
し
て
被
害
者
の
方
に

お
渡
し
す
る
と
と
も
に
、
引
き
続
き
Ｆ
建

設
社
か
ら
の
工
事
代
金
の
違
法
な
催
促

や
取
り
立
て
に
つ
い
て
は
地
元
警
察
署

を
窓
口
と
す
る
対
応
を
し
て
い
た
だ
い

た
結
果
、
支
払
い
請
求
の
期
日
で
あ
る
２

０
２
２
年
（
令
和
４
年
）
１
月
３１
日
か
ら

約
１
年
半
経
っ
た
今
日
ま
で
、
Ｆ
建
設
社

か
ら
の
連
絡
は
一
切
な
く
、
悪
質
リ
フ
ォ

ー
ム
詐
欺
被
害
か
ら
危
う
く
も
逃
れ
る

こ
と
が
で
き
、
老
後
の
貴
重
な
蓄
え
で
あ

る
３６３
万
円
の
１
円
た
り
と
も
騙
し
取
ら

れ
ず
に
済
み
ま
し
た
。 

今
回
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
事
案

を
振
り
返
り
、
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た

こ
と
は
、
我
々
建
築
Ｇ
メ
ン
に
求
め
ら
れ

て
い
る
の
は
、
た
だ
単
に
建
築
の
専
門
家

と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
被
害
者
の

目
線
に
立
っ
て
、
如
何
に
し
た
ら
被
害
者

を
救
済
で
き
る
か
、
悪
質
な
被
害
に
遭
っ

て
し
ま
っ
た
高
齢
者
の
方
々
の
、
晩
年
に

お
け
る
悲
惨
な
想
い
を
重
く
受
け
止
め
、

単
に
民
事
不
介
入
事
案
と
し
て
門
前
払

い
を
受
け
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
も
、
逆
に
、

こ
ち
ら
か
ら
地
元
警
察
署
に
積
極
的
に

協
力
す
る
形
で
取
り
組
み
、
地
元
警
察
の

方
々
が
、
明
ら
か
な
「
詐
欺
事
件
」
と
し

て
、
警
察
と
し
て
も
対
応
し
易
く
、
ま
た

事
案
の
悪
質
性
に
よ
っ
て
は
、
刑
事
事
件

と
し
て
立
件
で
き
る
よ
う
、
詳
細
な
調
査

デ
ー
タ
の
提
供
と
、
被
害
者
に
対
す
る
徹

底
し
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
り
、
被
害
者
の

方
が
所
有
し
て
い
る
契
約
資
料
な
ど
、
関

連
す
る
資
料
を
徹
底
し
て
精
査
し
、
事
件

の
経
緯
を
分
か
り
易
く
整
理
し
、
説
明
す

る
こ
と
の
大
切
さ
で
し
た
。 

今
回
事
案
に
お
け
る
具
体
的
な
対
応

と
し
て
は
、
電
話
な
ど
で
は
な
く
、
建
築

の
専
門
家
で
あ
る
建
築
Ｇ
メ
ン
と
し
て
、

地
元
警
察
署
の
担
当
部
署
に
要
請
し
、
直

接
被
害
者
宅
に
来
て
も
ら
っ
た
う
え
で
、

今
回
の
不
招
請
勧
誘
に
よ
る
悪
質
リ
フ

ォ
ー
ム
詐
欺
事
件
の
概
要
・
経
緯
等
に
つ

い
て
詳
細
に
説
明
す
る
と
と
も
に
、
詳
細

な
工
事
実
態
の
調
査
・
検
証
に
よ
る
「
建

物
調
査
報
告
書
」
な
ど
に
基
づ
い
て
、
悪

質
リ
フ
ォ
ー
ム
の
実
態
に
つ
い
て
詳
細

な
説
明
を
行
い
、
今
後
の
Ｆ
建
設
社
か
ら

の
違
法
な
催
促
・
取
り
立
て
等
に
関
す
る

窓
口
に
な
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
被
害

者
と
共
に
強
く
要
請
し
、
了
承
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。 

こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
日
以
降
、
被
害

者
の
方
は
毎
日
怯
え
る
こ
と
な
く
枕
を

高
く
し
て
眠
る
こ
と
が
で
き
、
平
穏
な
毎

日
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
と
喜
ん
で
い

た
だ
け
ま
し
た
。 

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
本
件
事
案
の
よ

う
な
、
明
ら
か
に
詐
欺
を
目
的
と
し
た
訪

問
勧
誘
（
不
招
請
勧
誘
）
に
よ
っ
て
、
身

体
能
力
や
判
断
能
力
が
著
し
く
劣
る
高

齢
な
独
居
老
人
な
ど
を
騙
し
、
法
外
な
金

額
を
騙
し
取
る
よ
う
な
不
埒
な
悪
徳
業

者
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
許
さ
れ

て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

自
己
責
任
論
が
叫
ば
れ
始
め
て
久
し

い
今
日
、
こ
の
よ
う
な
不
埒
な
悪
徳
業
者

に
騙
さ
れ
な
い
よ
う
、
高
齢
者
の
方
自
身

が
、
自
ら
、
学
び
や
学
習
に
よ
っ
て
自
衛

策
を
講
じ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る

こ
と
は
云
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
リ

フ
ォ
ー
ム
・
改
修
工
事
な
ど
の
訪
問
勧
誘

が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
ど
ん
な
に
不
安
を

煽
ら
れ
た
と
し
て
も
、
絶
対
に
訪
問
勧
誘

業
者
の
云
う
こ
と
を
真
に
受
け
信
用
す

る
こ
と
な
く
、
兎
に
角
、
一
旦
帰
っ
て
も

ら
う
よ
う
毅
然
と
し
て
接
す
る
か
、
帰
っ

て
く
れ
な
い
場
合
は
地
元
警
察
に
連
絡

す
る
な
ど
し
た
う
え
で
、
訪
問
勧
誘
業
者

の
云
っ
て
い
る
こ
と
が
嘘
・
偽
り
の
な
い

本
当
の
こ
と
か
ど
う
か
熟
慮
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
ご
家
族
、
ご
親
戚
の
方
、

ご
近
所
の
方
な
ど
、
ま
ず
は
身
近
な
方
々

に
相
談
し
、
専
門
的
な
こ
と
で
判
断
で
き

な
い
場
合
に
は
、
我
々
建
築
Ｇ
メ
ン
の
よ

う
な
建
築
の
専
門
家
や
、
良
心
的
な
地
元

の
工
事
業
者
さ
ん
な
ど
に
相
談
し
、
訪
問

勧
誘
業
者
の
説
明
や
、
告
知
し
た
内
容
を

詳
し
く
伝
え
、
実
際
に
屋
根
な
ど
に
上
っ

て
、
建
物
の
状
況
を
詳
し
く
調
査
し
て
い

た
だ
く
こ
と
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。 

近
隣
町
内
に
住
ま
う
方
々
が
常
日
頃

か
ら
お
互
い
に
声
を
掛
け
合
い
、
見
守
り

合
い
、
助
け
合
う
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い

ま
す
。 

本
件
事
案
の
よ
う
な
訪
問
勧
誘
に
よ

る
悪
質
リ
フ
ォ
ー
ム
詐
欺
業
者
が
、
１
日

も
早
く
こ
の
社
会
か
ら
淘
汰
さ
れ
、
新
た

な
被
害
者
が
生
ま
れ
な
い
こ
と
を
、
心
よ

り
願
っ
て
止
み
ま
せ
ん
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以
上 
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欠陥住宅・欠陥建築で悩む人を救い、住宅検査の技術向上を目指すＮＰＯ建築Ｇメンの会  

 
□

2023
年
度
役
員
の
ご
紹
介 

６
月
の
理
事
会
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ

め
総
会
で
選
任
さ
れ
た
理
事
の
互
選
に

よ
り
、
本
年
度
の
当
会
役
員
等
が
以
下
の

と
お
り
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

な
お
、
氏
名
下
欄
の
カ
ギ
括
弧
内
は
担

当
す
る
部
会
を
示
し
、
部
会
名
を
□
で
囲

ん
で
表
示
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
理
事

等
が
当
該
部
会
長
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
ま
す
。 

 

顧
問  

田
中
峯
子 

山
本
孝 

 

理
事
長  

大
川
照
夫
「
財
務
部
会
、
技
術
研
究
会

（
法
務
・
法
規
）
」  

 

副
理
事
長  

第
一
位 

川
口
晴
保
「
広
報
・
渉
外
部
会
（
会
報

担
当
、
ＨＰ
統
括
）
」 

第
二
位 

田
岡
照
良
「
広
報
・
渉
外
部
会
（
会
報

担
当
統
括
）
、
研
修
・
講

習
部
会
、
技
術
研
究
部
会

（
設
備
）
、
出
版
部
会
」 

常
任
理
事  

鈴
木
幸
司
「
広
報
・
渉
外
部
会
」   

古
屋
敷
直
樹
「
総
務
部
会
、
広
報
・
渉

外
部
会
（
会
報
担
当
）
」 

佐
藤
賢
典
「
広
報
・
渉
外
部
会
（
会
報

担
当
）
、
技
術
研
究
部
会

（
構
造
・
工
法
）
」 

武
田
学 

「
広
報
・
渉
外
部
会
（
会
報

担
当
）
、
総
務
部
会
」 

原
田
久
義
「
研
修
・
講
習
部
会
、
技
術

研
究
部
会
（
構
造
・
工
法
）」 

 
理
事  

赤
坂
裕
志
「
研
修
・
講
習
部
会
、
総
務

部
会
、
技
術
研
究
部
会

（
法
務
・
法
規
）
」  

高
塚
哲
治
「
広
報
・
渉
外
部
会
（
会
報

担
当
）
、
研
修
・
講
習
部

会
、
総
務
部
会
」  

 

監
事  

藤
井
章
旨 

 

事
務
局
長 

中
山
良
夫
「
出
版
部
会
、
広
報
・
渉
外
部

会
（
HP

担
当
）
、
財
務
部
会
」 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

      

～～
編編
集集
後後
記記
～～  

 

風
が
緑
の
香
り
を
運
び
、
目
に
映
る
み

ず
み
ず
し
い
若
葉
に
心
洗
わ
れ
る
季
節

で
す
が
、
過
ご
し
や
す
い
日
々
は
少
な

く
、
暑
さ
を
感
じ
る
日
も
こ
れ
か
ら
は
増

え
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ど
う
か
、
体

調
に
は
お
気
を
付
け
く
だ
さ
い
。 

（
Ｈ
・
Ｋ
） 

  
 
 
 
 
 

   

 

 

会の活動にご協力ください！ 

 

●会員の種類      ●年会費 

正  会  員 ----- 24,000円 

消費者正会員 ----- 12,000円 

一 般 会 員  -----  6,000円 

団体一般会員 ----- 48,000円 

   

※ご入会の際は入会申込書が必要です。 

事務局までご連絡ください。 

 

無料電話相談窓口のご案内 

あなたの家は大丈夫ですか？ 

欠陥住宅など、住まいに関する相談・質問がある方は、当会ウェブサイトの 

「相談員名簿」（http://www.kenchiku-gmen.or.jp/sumai110.html） 

に掲載されているお近くの相談員まで、直接アクセスして下さい。 
 

誰に相談すれば良いかわからないなど、不明な点がありましたら、 

 事務局にお問合せいただければ、適当な相談員をご案内します。 

   TEL：0３-６８０５-３７４１ / FAX：0３-６８０５-３７１９ 

   E-mail：jimukyoku@kenchiku-gmen.or.jp 

事事
務務
局局
かか
らら
のの
おお
知知
らら
せせ  

 

file:///C:/Users/taokanote21/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/DSE97RNO/相談員名簿

